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総
務
産
業
建
設
委
員
会

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
儀
式
褒
賞
事
業
の
賀
詞
交
歓
会
は
、
今
後

は
行
わ
な
い
の
か
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
時
に
は
行
っ
て

い
な
い
。
市
長
が
交
代
し
、
事
務
事
業
の
見

直
し
で
、
賀
詞
交
歓
会
に
関
し
て
は
取
り
や

め
、
表
彰
式
の
み
を
し
っ
か
り
行
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
、
昨
年
度
か
ら
実
行
し
て
い

る
。
近
隣
他
市
町
の
状
況
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

新
年
の
賀
詞
交
歓
会
を
地
方
公
共
団
体
が
主

催
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
く
、
商

工
会
、
あ
る
い
は
商
工
会
議
所
な
ど
が
主
催

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
事

業
を
縮
小
し
た
。

■
深
沢
橋
架
替
事
業
の
令
和
４
年
度
ま
で
の

工
事
の
進
捗
、
お
よ
び
完
成
時
期
が
い
つ
に

な
る
の
か
。

　

工
事
に
つ
い
て
は
現
在
予
定
通
り
進
ん
で

い
る
。
令
和
２
年
度
か
ら
工
事
が
始
ま
り
、

令
和
３
年
度
に
深
沢
橋
の
上
流
部
に
、
迂
回

路
と
な
る
仮
設
の
車
道
橋
、
歩
道
橋
を
設
置

し
、
令
和
４
年
度
に
既
設
橋
の
撤
去
を
行
っ

た
。
ま
た
、
令
和
４
年
度
、
５
年
度
と
か
け

右
岸
、
県
道
側
の
新
し
い
橋
の
下
部
工
に
着

手
を
し
て
い
る
。
令
和
５
年
度
、
６
年
度
で

反
対
側
の
左
岸
の
下
部
工
に
着
手
す
る
予
定
。

令
和
７
年
２
月
に
新
し
い
橋
の
暫
定
供
用
に

向
け
て
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
動
い
て
い

る
。

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
楠
木
及
び
天
野
揚

水
場
管
理
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て

■
こ
の
特
別
会
計
を
存
続
す
る
の
か
、
検
討

さ
れ
た
か
。

　

特
別
会
計
の
廃
止
条
例
等
の
制
定
や
、
基

金
を
一
般
会
計
に
組
み
入
れ
る
作
業
を
進
め

て
い
る
。

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
下
水
道
事
業
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
減
価
償
却
費
に
つ
い
て
、
約
５
億
６
千
万

円
の
金
額
が
出
て
い
る
が
、
台
帳
管
理
は
ど

の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
。

　

台
帳
管
理
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
へ
移

行
の
際
に
減
価
償
却
費
を
明
確
に
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
委
託
費
を
使
っ
て
一

つ
ず
つ
台
帳
で
管
理
し
て
い
る
。

伊
豆
の
国
市
土
砂
等
に
よ
る
盛
土
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

■
第
31
条
に
罰
金
刑
が
あ
る
が
、
第
１
項
の

50
万
円
、
第
２
項
の
10
万
円
と
い
っ
た
水
準

の
根
拠
の
説
明
を
。

　

同
様
の
条
例
を
既
に
施
行
し
て
い
る
近
隣

市
町
の
条
例
の
罰
則
の
内
容
を
参
考
に
し
て

こ
の
数
字
と
し
た
。
検
察
と
協
議
し
、
近
隣

と
同
程
度
な
の
で
問
題
な
い
と
い
う
意
見
も

も
ら
っ
て
い
る
。

■
第
６
条
、
第
２
項
に
、「
災
害
の
防
止
及
び

環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
あ
る
が
、
必

要
な
措
置
と
は
。

　

最
終
的
に
は
違
法
な
盛
土
の
撤
去
、
原
状

回
復
ま
で
想
定
し
て
い
る
。

■
土
地
所
有
者
に
、
盛
土
の
撤
去
、
原
状
回

復
ま
で
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

土
地
所
有
者
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
。

伊
豆
の
国
市
土
地
開
発
公
社
の
解
散
に
つ
い

て■
伊
豆
の
国
市
に
引
き
継
が
れ
る
財
産
の
総

額
は
。

　

令
和
４
年
度
決
算
時
点
で
、
９
０
４
万
３

３
４
６
円
が
財
産
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
出
資

金
９
０
０
万
円
と
、
そ
れ
以
外
の
年
度
間
の
調

整
に
よ
る
余
剰
金
が
４
万
３
３
４
６
円
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
令
和
５
年
度
の
必
要
経
費
を
支

払
い
伊
豆
の
国
市
に
引
き
継
が
れ
る
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て（
市
営
住
宅
使
用
料
）

■
所
在
不
明
と
い
う
が
、
保
証
人
の
所
在
は

あ
っ
た
の
か
。

　

最
初
に
市
営
住
宅
に
入
る
に
当
た
っ
て
は
、

入
居
の
名
義
人
に
対
し
て
連
帯
保
証
人
を
設

定
し
て
い
る
が
、
入
居
承
継
さ
れ
た
際
に
は
、

保
証
人
は
引
き
継
が
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

入
居
承
継
さ
れ
た
際
に
新
た
に
保
証
人
を
設

定
で
き
な
か
っ
た
。

■
所
在
が
不
明
で
、
権
利
を
放
棄
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
な
っ
た
が
、
判
断
の
基
準
は
。
ま

た
、
今
後
も
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。

　

市
営
住
宅
に
入
居
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
れ

ば
、
５
年
・
６
年
た
っ
て
も
入
居
さ
れ
て
い

る
以
上
、
権
利
の
放
棄
と
い
う
考
え
方
は
な

い
。
権
利
の
放
棄
に
、
一
律
簡
単
な
基
準
は

難
し
い
。
例
え
ば
、
債
権
管
理
条
例
を
定
め

て
い
る
自
治
体
で
あ
れ
ば
、
権
利
の
放
棄
の

議
案
を
取
る
の
で
は
な
く
、
条
例
に
沿
っ
て

権
利
の
放
棄
、
不
納
欠
損
処
分
を
し
て
い
く

や
り
方
も
選
択
肢
と
し
て
あ
る
。

● 常任委員会報告 ● ９月定例会で２常任委員会に付託された議案の審査内容の報告です。

深沢橋架替事業
右岸下部工 完成状況
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福
祉
文
教
環
境
委
員
会

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
高
齢
者
福
祉
施
設
の
あ
り
方
審
議
会
は
何

回
行
わ
れ
て
、
審
議
内
容
は
。

　

昨
年
度
は
３
回
実
施
。
１
回
目
は
各
委
員

よ
り
高
齢
者
施
設
に
対
す
る
課
題
。
２
回
目

は
そ
の
中
で
高
齢
者
の
移
動
手
段
、
御
用
聞

き
サ
ー
ビ
ス
、
認
知
症
高
齢
者
に
つ
い
て
の

議
論
。
３
回
目
に
つ
い
て
は
委
員
よ
り
出
さ

れ
た
課
題
に
つ
い
て
調
査
の
必
要
性
な
ど
の

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

■
長
寿
祝
い
事
業
は
、
区
が
実
施
す
る
事
業

に
対
し
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
施
の

有
無
を
は
じ
め
、
区
に
よ
り
差
が
生
じ
て
い

る
。
平
等
に
高
齢
者
に
敬
老
の
意
を
表
す
る

施
策
の
検
討
は
。

　

区
へ
の
依
頼
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実

施
の
有
無
に
よ
る
不
平
等
は
認
識
し
て
い
る
。

具
体
的
な
検
討
策
は

な
い
が
、
コ
ロ
ナ
禍

も
明
け
敬
老
会
の
実

施
も
増
え
て
き
て
い

る
状
況
の
中
、
少
し

ず
つ
今
後
検
討
し
て

い
く
。

■
市
民
後
見
人
の
育
成
が
令
和
４
年
度
２
人

で
あ
っ
た
が
、
今
後
増
や
し
て
い
け
る
の
か
。

　

高
齢
化
が
進
む
中
需
要
は
高
く
な
る
こ
と

か
ら
、
市
民
後
見
人
の
育
成
は
急
務
。
た
だ

雇
用
延
長
が
進
む
中
、
後
見
人
養
成
講
座
を

受
講
し
終
え
た
方
の
高
齢
化
が
危
惧
さ
れ
る
。

■
若
年
が
ん
患
者
等
支
援
事
業
は
、
補
正
具

購
入
費
と
し
て
23
万
３
７
４
０
円
の
補
助
金

が
出
て
い
る
が
、
こ
の
が
ん
患
者
等
支
援
事

業
に
つ
い
て
の
周
知
の
方
法
及
び
補
助
の
内

容
は
。

　

広
報
い
ず
の
く
に
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周

知
し
て
い
る
。
補
助
の
内
容
は
、
ウ
イ
ッ
グ

（
か
つ
ら
）が
11
件
、
補
正
下
着
が
２
件
。

■
庁
用
車（
清
掃
車
）が
、
決
算
で
３
台
増
加

し
、
２
台
減
少
の
内
訳
は
。

　

１
台
は
長
岡
清
掃
セ
ン
タ
ー
、
も
う
１
台

は
大
仁
清
掃
セ
ン
タ
ー
の
更
新
に
伴
う
も
の
。

も
う
１
台
に
つ
い
て
も
、
長
岡
し
尿
処
理
場

の
汚
泥
運
搬
車
、
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
更
新

に
伴
う
も
の
。
減
少
分
の
２
台
は
、
大
仁
清

掃
セ
ン
タ
ー
、
長
岡
し
尿
処
理
場
の
車
両
の

更
新
に
よ
る
も
の
。

■
ご
み
減
量
対
策
の
印
刷
製
本
費
１
０
８
万

４
千
円
、
２
万
部
の
配
布
先
は
。

　

各
戸
配
布
と
な
る
。
組
に
入
っ
て
い
な
い

方
に
も
配
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
課
に

も
常
備
し
て
い
る
。

■
大
仁
最
終
処
分
場
が
令
和
12
年
度
閉
鎖
予

定
で
、
現
状
の
市
内
最
終
処
分
場
が
な
く
な

る
が
、
そ
の
後
の
予
定
は
。

　

大
仁
最
終
処
分
場
が
、
今
の
ま
ま
で
は
令

和
12
年
度
末
に
許
容
量
を
迎
え
る
中
で
、
新

し
く
最
終
処
分
場
を
確
保
す
る
の
か
、
焼
却

灰
の
処
理
技
術
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

焼
却
灰
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
含
め
た
資
源
循
環

を
考
え
た
中
で
総
合
的
に
判
断
す
る
。

■
小
水
力
発
電
の
基
礎
調
査
１
７
０
万
円
の

結
果
は
。

　

当
市
に
お
い
て
深
沢
川
と
奈
古
谷
の
舟
口

川
の
２
カ
所
で
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
舟

口
川
に
つ
い
て
は
、
机
上
調
査
の
検
討
に
お

い
て
実
効
性
な
し
と
判
断
。
深
沢
川
に
つ
い

て
は
、
経
費
的
に
も
採
算
が
取
れ
な
い
と
の

結
論
に
至
っ
た
。
今
後
既
存
の
用
水
路
も
活

用
し
た
小
水
力
発
電
に
つ
い
て
企
業
と
も
検

討
し
た
い
。

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
国
が
推
奨
し
、

医
療
機
関
は
患
者
に
使
用
を
勧
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

　

国
保
運
営
協
議
会
の
意
見
は
、
推
奨
す
る

方
針
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
が
不
足
し
入
荷
が
困
難
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
切
り
替
え
は
簡
単
で
は
な
い
。

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
保
険
料
の
滞
納
に
よ
っ
て
、
短
期
保
険
証
、

資
格
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
人
数
は
。

　

令
和
４
年
度
８
月
更
新
時
に
は
、
短
期
保

険
証
が
22
人
、
資
格
証
明
書
は
ゼ
ロ
。

令
和
４
年
度
伊
豆
の
国
市
介
護
保
険
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

■
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、
２
０
０
人
で
９

３
６
万
３
９
８
０
円
の
不
納
欠
損
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
５
年
経
過
し
た
の
か
。

　

介
護
保
険
料
は
、
料
金
に
な
る
の
で
税
と

違
い
、
５
年
で
は
な
く
２
年
経
過
し
た
も
の
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て（
幼
稚
園
給
食
費
）

■
給
食
費
の
時
効
は
何
年
か
。
ま
た
、
時
効

の
援
用
と
は
。

　

時
効
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
の
民
法
改

正
に
よ
り
２
年
か
ら
５
年
に
変
更
と
な
っ
た
。

　

時
効
の
援
用
と
は
、
私
債
権
で
あ
る
た
め
、

税
等
と
違
い
年
数
が
経
過
し
た
だ
け
で
時
効

が
成
立
し
な
く
、
債
務
者
に
よ
る
時
効
の
主

張
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
こ
の
主
張
を

時
効
の
援
用
と
言
う
。

● 常任委員会報告 ●伊豆の国市 議会だより No.70


